
平成２８年度事業報告書 

社会福祉法人大任町社会福祉協議会 

１ 事業の概要 

 平成２８年度は、熊本地震により身近な問題として地域ぐるみの防災減災に強い関心

がもたれた一年であった。そのため、地域における連帯感の希薄化は、有事の際に必要

な速やかなる行動の制約になりかねないことが大きく報じられた。 

 このような状況の中で本会として、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現の

ため団塊の世代が７５歳以上になる、所謂２０２５年問題に向け、地域活動の再構築の

準備とその対応のため、地域での日常生活支援と災害訓練や防犯活動等を通じて高齢者

だけではなく、障がい者や子育て世代を巻き込んだ公助・共助・自助の力を強めるため

の工夫と居場所づくりが必要である。 

２ 事業の状況 

（１）法人の会務 

イ 理事会の開催状況 

平成２８年度第１回理事会 

（期  日）平成２８年５月１８日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）理事定数８名中６名出席、委任状提出理事１名、監事定数２名出席 

議案番号 内                   容 

第 １号 
平成２７年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会事業報告の承認を求め

ることについて 

第 ２号 
平成２７年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会決算の承認を求めるこ

とについて 

第 ３号 
平成２７年度福岡県共同募金会大任町支会事業報告の承認を求めること

について 

第 ４号 
平成２７年度福岡県共同募金会大任町支会事務費決算の承認を求めるこ

とについて 

平成２８年度第２回理事会 

（期  日）平成２８年１２月９日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）理事定数８名中５名出席、委任状提出理事１名、監事定数２名中１名出席 

議案番号 内                   容 

第 ５号 社会福祉法人大任町社会福祉協議会会長及び副会長の選任について 

第 ６号 
平成２８年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会補正予算の承認を求め

ることについて 

平成２８年度第３回理事会 

（期  日）平成２９年１月１１日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）理事定数８名中６名出席、監事定数２名中１名出席 



議案番号 内                   容 

第 ７号 社会福祉法人大任町社会福祉協議会定款の一部を改正する定款について 

平成２８年度第４回理事会 

（期  日）平成２９年３月２３日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）理事定数８名中７名出席、監事定数２名中２名出席 

議案番号 内                   容 

第 ８号 
平成２９年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会事業計画の同意を求め

ることについて 

第 ９号 
平成２９年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会予算の同意を求めるこ

とについて 

第１０号 
平成２９年度福岡県共同募金会大任町支会事業計画の同意を求めること

について 

第１１号 
平成２９年度福岡県共同募金会大任町支会事務費予算の同意を求めるこ

とについて 

第１２号 
社会福祉法人大任町社会福祉協議会評議員選任解任委員会運営細則の制

定について 

第１３号 社会福祉法人大任町社会福祉協議会経理規程の制定について 

第１４号 
社会福祉法人大任町社会福祉協議会評議員候補者の推薦の同意を求める

ことについて 

ロ 評議員会の開催状況 

平成２８年度第１回評議員会 

（期  日）平成２８年５月１８日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）評議員定数１７名中１０名出席、監事定数２名出席 

議案番号 内                   容 

第 １号 
平成２７年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会事業報告の承認を求め

ることについて 

第 ２号 
平成２７年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会決算の承認を求めるこ

とについて 

平成２８年度第２回評議員会 

（期  日）平成２８年１２月９日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）評議員定数１７名中１３名出席 

議案番号 内                   容 

第 ３号 
社会福祉法人大任町社会福祉協議会理事及び監事の委嘱の同意を求める

ことについて 

平成２８年度第３回評議員会 



（期  日）平成２９年１月１１日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）評議員定数１７名中１０名出席 

議案番号 内                   容 

第 ４号 社会福祉法人大任町社会福祉協議会定款の一部を改正する定款について 

平成２８年度第４回評議員会 

（期  日）平成２９年１月１１日 

（場  所）大任町役場 視聴覚室 

（出席状況）評議員定数１７名中１０名出席 

議案番号 内                   容 

第 ５号 
平成２９年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会事業計画の同意を求め

ることについて 

第 ６号 
平成２９年度社会福祉法人大任町社会福祉協議会予算の同意を求めるこ

とについて 

ハ 評議員選任解任委員会の開催について 

平成２８年度第１回評議員選任解任委員会 

（期  日）平成２９年３月２９日 

（場  所）大任町老人福祉センター 会議室 

（出席状況）評議員選任解任委員定数３名中３名出席 

議案番号 内                   容 

第 １号 社会福祉法人大任町社会福祉協議会評議員の選任について 

（２） 地域子育て支援センター 

 地域子育て支援の拠点として設置された地域子育て支援センターでは、親子のスキン

シップを目的として乳児を対象とした「わかばちゃんＤａｙ」を年４回の２４日開催し

参加延べ１５６名、託児付で親子の思い出づくりができるように年１０回の手作り講座

「つくっＣｉａｏ」に１０８名の参加があった。 

また、火曜日から日曜日までの間、子育て親子の交流の場として施設を開放し、年間

４０５名の利用があった。 

さらに、教育課と連携して、通学合宿への協力や学校訪問等を行った。 

 そして、本事業を展開するにあたり、女性民生委員及び主任児童委員の協力を得て事

業ミーティングを行い、情報の共有を図った。 

（３） 配食サービス事業 

毎週火曜日に実施している本事業は、大任町食生活改善推進員会のボランティア精神

により支えられ、年４８回、年２，１５８件、延べ２，３８０食を提供した。今後もよ

り良い事業運営、地産地消の食事づくりを目指すとともに衛生管理等を徹底したいと考

える。 

（４） 共同募金 

 本年度も１０月１日から１２月末日までの間、「共同募金運動期間」と定められてい

ることから本会も共同募金に協力、募金活動については、行政区における戸別募金とし



て行政区長にお願いした。 

本年度の目標額    ５９５，０００円 

本年度の実績額    ５１９，３０３円 

平成２８年度社会福祉協議会枠（B 枠）配分金（４０６，４００円）の使途について

は、下記のとおり。 

事   業   名 金    額 備          考 

高齢者福祉活動費 ２６５，０００円 配食サービス事業、ゲートボール大会費 

障害児者福祉活動費 １００，０００円 配食サービス事業 

児童・青少年福祉活動費  １５，０００円 福祉教材「ともに生きる」配布事業 

住民全般福祉活動費 ２６，４００円 花いっぱいボランティア事業 

（５） 葬祭祭壇貸付事業 

 平成２８年度            ４件 

（６） ボランティア関係 

社会福祉法第１０９条に基づき、共同募金配分金を主な財源として「大任町花いっぱ

い運動」を後押しするためボランティア活動の支援を行ってきた。 

平成２８年度は２回（５月１５日・１１月２０日）の花植えを行い、町内外を問わず

延べ９００名以上の参加があった。 

（７） 心配ごと相談事業 

毎週水曜日午前１０時から行っている本事業は、民生委員・児童委員が主に相談員と

して相談に対応している。 

７月６日は、鞍手町民生委員協議会からの事業視察、９月７日に警察２名が加わった

合同相談を実施した。 

本年度の相談件数は、２件で金銭トラブルについてであった。 

（８） 総合福祉センター等事業 

総合福祉センターのホール及び研修室の利用状況については、年間７，０１９名（内

ホール 6,680 名・研修室 339 名）で前年度比１，６５７名の減少であった。 

なかでも、ホール利用人数が１，４０６名の減少であったことが大きな原因である。 

 一方、図書室の利用状況について入館者数５，９５９名と横ばいであったが図書資料

貸出件数１０，２４１件（１，４８５件増）で男性よりも女性利用者が多く、あわせて

女性１名当たり貸出し数が増えている。 

 また、本により親しんで貰うように年２回の読書週間イベントを開催し、今後とも子

育て支援センターと協働した事業の実施を図り、幼少期から家で本を読む「うち読」活

動に寄与したいと考えている。 

（９） コミュニティバス運営事業 

 本町のコミュニティバスは、町内１８バス停を設置し、各バス停間を運行しながら田

川伊田駅に向かうコミュニティバス（西鉄バス代替２台運行）、手を挙げて貰うなどの

乗車意思を示して頂くと停車し、町内を巡回の後、添田駅に向うコミュニティバス（福

祉バス１台運行）の２形態を採用している。 



 平成２８年度の田川伊田駅に向かうコミュニティバス利用者数は、年６２，７９６名

（１日平均乗車 172.04 名）で乗降調査から小中高生、道の駅やスーパーの利用などが

読取れ、昨年度と同様の傾向が続いている。 

一方、町内を巡回したあと添田駅に向うコミュニティバス利用者数は、年２，８６８

名（１日平均乗車 10.86 名）で同じく乗降調査の結果から道の駅や病院の利用者が乗車

していることが読取れ、これらも昨年度と同様の傾向である。 

 また、本年度は、梅田及び六本松バス停留所の整備を行った。 

（１０） 地域包括支援センター 

地域包括ケアシステム構築に向け、既存の団体である老人クラブ連合会３名、民生委

員児童委員協議会４名と合同で生活支援ボランティア養成研修に参加し、今後とも協働

連携を図りながら、障がい者や子育て家庭を含めた地域づくりの必要性と協力者の確保

の重要性を感じた。 

本年度の年間ケアプラン作成数は１，５７８件、介護予防支援事業収入は、６，９０

８，４００円であった。 

なお、総合支援・相談業務は５５件で、高齢者虐待等を含む権利擁護業務の相談及び

利用はなかった。 

（１１） 指導監査結果 

 社会福祉法に基づき、平成２９年２月８日福岡県田川保健福祉事務所による指導監査

が行われ、指摘・指導事項及び是正・改善方法については、別紙のとおり報告する。 

 今後は、文書による指摘指導事項がないよう職員の指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

指導監査（実地監査）是正改善方法詳細 

担 当 

区 分 

指摘・指導事項 是正・改善方法 

法人運営 

（組織運営） 

1 会長、副会長、常務理事が置

かれていますので、職務権限

を定款及び規程等で明確にし

てください。 

 

 

 

 

平成２９年３月２２日付け認可されました大任町社会

福祉協議会定款で常務理事が業務執行理事であること

を明確にしました。なお、規程（別紙①）制定につきま

しては、平成２９年５月開催予定の理事会に上程いたし

ます。 

 

社会福祉法人定款準則第５条 

（備考）（４） 

法人運営 

（組織運営） 

2 定款施行細則における会長専

決事項の中に「補正予算の収

入及び支出とありますが、」定

款本文で理事会の同意と評議

員会議決が必要とされていま

すので、適正ではありません。 

会長専決事項から外してくだ

さい。 

定款施行細則を見直すため細則（別紙②）につきまして

は、平成２９年５月開催予定の理事会に上程いたしま

す。 

 

法人社協モデル定款第１２条

≪解説≫⑥ 

法人運営 

（組織運営） 

3 役員が提出した結果事項申立

書の暴力団関係者排除条項に

記載がないものが多く見られ

ます。受理時に記載内容の確

認をしてください。 

平成２８年１２月９日評議員会の委嘱の同意を得まし

た理事及び監事の就任承諾手続き書類のうち、新たに就

任しました梶原弘和氏と渡邉千春氏に係る書類の中で

暴力団関係者排除条項に記載がないものがあり、口頭指

導がありました。今後は、役員及び評議員にかかる就任

承諾書等関係書類の整備につきましては、より慎重に行

い、記載漏れのないようにします。（別紙③） 

会 計 1 経理規程が旧会計基準に基づ

き作成されたままのものにな

っているので、新会計基準に

基づいた経理規程に変更して

平成２９年３月２３日の理事会において上程可決し、新

会計基準に基づく経理規程に変更しました。 



ください。 

会 計 2 ホームページの作成業務委託

契約においては、委託契約額

が１００万円以上のため競争

入札を行ってください。また、

価格による随意契約において

は、２社以上から見積を徴し

てください。それに適さない

合理的な理由がある場合は、

支払伺い書等に理由を明記し

てください。 

なお、１００万円を超えない

契約で契約書を省略する場合

でも、特に軽微な場合を除き

請書等を徴してください。 

ホームページ作成については、安全性の面から役場関係

の事業者３社からの見積を徴し価格による比較を行い、

最低価格者の日和通信と契約を締結しましたが消費税

分を含む総額１０５万円となり、随意契約の範囲１００

万円を超えてしまいました。今後は、このようなことの

ないようにいたします。 

また、取引するにあたり起案について、一般競争入札、

指名競争入札なのか、又は随意契約なのか十分打合せを

させていただき、根拠となる法令等を明確にしたうえで

対処いたします。 

 

社会福祉法人におくる入札契

約等の取扱いについて（平成

12 年 2 月 17 日社援第 7号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙①） 

社会福祉法人大任町社会福祉協議会常務理事業務執行規程 

        

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人大任町社会福祉協議会（以下「法人」とい

う。）定款第１８条第２項に規定する常務理事の業務執行について、定款第２

１条第２項の規定により定めるものとする。 

（分担執行業務） 

第２条 常務理事は、次の各号に掲げる業務について分担執行する。 

（１） 事務局長の指揮監督に関する事項 

（２） 役職員の県内旅行命令に関する事項 

（３） 会長及び副会長がともに不在のときの代決に関する事項 

（４） 会計責任者の指導監督に関する事項 

（５） 計算関係書類及び財産目録の監査の提出及び受理に関する事項 

（６） その他法人の運営の指導及び助言に関する事項 

２ 常務理事は、法人定款第２１条第４項の規定に基づき、業務分担執行の状

況について理事会に報告しなければならない。 

（その他） 

第３条 この規程に定めるものについて疑義が生じたときは、理事会で審議の

上、決定する。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙②） 

社会福祉法人大任町社会福祉協議会定款施行細則 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、社会福祉法人大任町社会福祉協議会（以下、「法人」とい

う。）定款第１２条第１項中のただし書きに規定にする「会長が専決すること

ができる日常の業務」について、定款第３５条の規定により定めるものとす

る。ただし、会長が法人運営に重大な影響があると判断した場合は、理事会

に諮るものとする。 

（専決事務） 

第２条 会長は、次に掲げる業務について専決することができる。ただし、当

該業務において、会長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会におい

て選任する他の理事が専決する。 

（１） この法人が制定する諸規程、規則及び要綱等の一部改正に関する事項 

（２） 事務局長の任免、その他重要な人事を除く職員の任免に関する事項 

（３） 職員の日常の労務管理・福利厚生に関する事項 

（４） 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分がこの法人に有利であると

認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められる事

項 

（５） 設備資金の借入れに係る契約等であって、予算の範囲内のもの 

（６） 工事請負や物品購入等の契約のうち、この法人が定める経理規程（大

任町社協規程第１５号）の規定により、予定価格がその範囲を超えない、

次のような軽微なもの 

① 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入 

② 施設整備の保守管理、物品の修理等 

③ 緊急を要する物品の購入等 

（７） 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のためであって、予算範囲

内の支出並びにこれらの処分 

（８） 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に

耐えないと認められる物品の売却又は廃棄 

（９） 予算上の予備費の支出に関する事項 

（10） 補正予算の収入及び支出に関する事項（削除。） 

（11） 利用者の日常の処遇に関する事項（第 10 号に繰上げる。） 

（12） 寄附金の受入れ及び雑収入に関する決定（第 11 号に繰上げる。） 

（13） その他、この法人が定める諸規程、規則、要綱等に規定する会長の権

限において処理を行う事項（第 12 号に繰上げる。） 



２ 会長は、前項の規定により専決した事項について、直近の理事会に報告し

なければならない。 

（委 任） 

第３条 この施行細則に定めるもののほか必要な事項は、社会福祉法人大任町

社会福祉協議会処務規程（大任町社協規程第３号）に規定する。 

 

附 則 

この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙③） 

 

申 立 書 

 

私は社会福祉法人大任町社会福祉協議会の理事・監事の就任に伴い、下記の

とおり結核条項、親族等の特殊の関係及び暴力団関係者排除条項について申し

立てます。 

 

記 

 

１ 役員の結核条項該当事項（理事、監事の場合のみ） 

（１） 無 

（２） 有 

 

２ 社会福祉法人大任町社会福祉協議会役員、評議員における６親等以内の血

族、配偶者、３親等以内の姻族の状況 

（１） 無 

（２） 有 → （氏名            （関係）        ） 

 

３ 裏面の２（イ）から（オ）までの関係のある者の状況 

（１） 無 

（２） 有 → （氏名            （関係）        ） 

 

４ 暴力団関係者排除条項該当事項 

（１） 無 

（２） 有 

 

 

社会福祉法人大任町社会福祉協議会会長 殿 

 

平成  年  月  日 

 

氏 名                   印（実印） 


